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　 　 【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 者 の 操 作 に 応 じ て 変 化 す る 遊 技 状 況 を 検 出 す る 遊 技 状 況 検 出 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 状 況 検 出 手 段 に よ る 検 出 結 果 に 基 づ き 、 複 数 の を 変 動 表 示 し う る 可 変 表 示
装 置 と 、
　 前 記 が 予 め 定 め ら れ た 特 定 の で 、 又 は 、 特 定 の の 組 み 合 わ せ
と な っ て 最 終 的 に 停 止 表 示 さ れ に 、 遊 技 者 に 有 利 な 特 別 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る 特 別
遊 技 状 態 発 生 手 段 と を 備 え た 遊 技 機 で あ っ て 、
　 少 な く と も 前 記 が 予 め 定 め ら れ た 特 定 の で 、 又 は 、 特 定 の の
組 み 合 わ せ と な っ て 最 終 的 に 停 止 表 示 さ れ る 前 段 階 に 、 リ ー チ 遊 技 状 態 を 発 生 さ せ る

、
　 該 リ ー チ 遊 技 状 態 発 生 中 に 、 前 記 を 含

複 数 の を 表 示

　 該 表 示 さ れ た の 中 か ら 最 終 的 に 停 止 表 示 さ れ る 択 一 的 に 表 示 す る
た こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 　 【 請 求 項 ２ 】
　

　 　 【 請 求 項 ３ 】
　

　 　 【 請 求 項 ４ 】
　

                                                                                

図 柄

図 柄 当 た り 図 柄 当 た り 図 柄
た 場 合

図 柄 当 た り 図 柄 当 た り 図 柄
手 段

と
の 所 定 時 期 当 た り 図 柄 み 、 か つ 、 全 図 柄 の 数 よ り

も 少 な い 図 柄 前 記 可 変 表 示 装 置 の 表 示 部 に す る と と も に 、 表 示 状 態 を 維 持 す
る 処 理 を 実 行 す る 手 段 と 、

図 柄 図 柄 を 処 理 を 実 行
す る 手 段 と を 設 け

前 記 所 定 時 期 に 表 示 さ れ る 図 柄 の 数 に 応 じ て 、 前 記 特 別 遊 技 状 態 発 生 の 期 待 度 を 可 変 と
し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 所 定 時 期 に 表 示 さ れ る 複 数 の 図 柄 は 、 一 斉 に 表 示 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 所 定 時 期 に 表 示 さ れ る 複 数 の 図 柄 は 、 前 記 可 変 表 示 装 置 の 表 示 部 の ほ ぼ 中 央 部 に 表
示 さ れ 、 最 終 的 に 停 止 表 示 さ れ る 図 柄 を 択 一 的 に 表 示 す る こ と に 伴 い 、 そ れ 以 外 の 図 柄 が
消 去 又 は 隅 部 に 移 動 表 示 さ れ る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か に
記 載 の 遊 技 機 。
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